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証券コード  7709 
平成24年６月７日 

 

株 主 各 位 
 

大阪市北区中之島４丁目３番36号 
玉江橋ビル内 

ク ボ テ ッ ク 株 式 会 社 
取締役社長 久 保 哲 夫 

 

第27回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 
 さて、当社第27回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご案内申し上げます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙
に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年６月22日（金曜日）午後５時45分までに
到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。 

敬 具 
記 

1. 日   時 平成24年６月25日（月曜日）午前10時 
2. 場   所 東京都千代田区神田和泉町１番地３の13 

クボテック株式会社 東京営業所４階 
(開催場所が前回と異なりますので、末尾の会場ご案内図をご参照の
うえ、お間違えのないようご注意願います｡) 

3. 目 的 事 項  
報 告 事 項 1. 第27期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで） 

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件 

2. 第27期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで） 
計算書類報告の件 

決 議 事 項  
第１号議案 取締役４名選任の件 
第２号議案 監査役１名選任の件 
  

以 上 
 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申し上げます。 
 本通知の事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類について、修正事項
が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.kubotek.com/）に
おいて、修正後の事項を掲載させていただきます。 
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(添付書類) 
 

事 業 報 告 
(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで) 

 

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項 
 

1. 事業の経過及びその成果 

 (1) 全 般 的 状 況 

当連結会計年度における我が国経済は、東日本大震災、原発事故などの発生から復

旧、復興に向かいましたが、欧州の債務危機に端を発する世界経済の減速や円高の長

期化など、予断を許さない状況が続きました。液晶を始めとするフラットパネルディ

スプレイ(FPD)の分野におきましては、スマートフォンやタブレット端末などの中小

型パネル市場が成長する一方で、液晶テレビなど大型パネル市場は急激な市場環境の

変化などから厳しい状況が続き、FPDメーカーの設備投資が慎重な動きとなりました。 

このような環境の中、当社グループでは製品競争力の向上、営業力の強化、継続的

なコスト削減に取り組んでまいりましたが、当連結会計年度の連結業績につきまして

は、FPDメーカーの設備投資計画の変動から厳しい受注環境が続き、大幅な減収とな

りました。この結果、売上高3,328百万円(前連結会計年度比34.0％減)、営業損失209

百万円(前連結会計年度は営業利益531百万円)、経常損失235百万円(前連結会計年度

は経常利益510百万円)、当期純損失262百万円(前連結会計年度は当期純利益449百万

円)となりました。 

以上のような状況から、株主の皆様には誠に遺憾ながら、配当を見送らせていただ

きたいと存じます。 

 

 (2) 事 業 別 状 況 

 セグメント別の売上高及び生産高の内訳は以下のとおりであります。 

(単位：百万円) 

区 分 売  上  高 生  産  高 

日 本 2,810 2,693 

米 国 248 247 

韓 国 269 273 

計 3,328 3,215 
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 日本では、主力製品の画像処理外観検査装置がFPDメーカーの設備投資計画見直し

の影響を受け、受注、売上が大きく減少しました。メディアネット機器は震災復興需

要等により売上が伸長しました。この結果、売上高は2,810百万円(前連結会計年度比

38.5％減)、セグメント損失は182百万円(前連結会計年度はセグメント利益502百万

円)となりました。 

米国では、CAD/CAMソフト「KEYCREATOR」の販売が伸び悩み、販売促進に係る経費

も増加しました。この結果、売上高は248百万円(前連結会計年度比6.6％増)、セグメ

ント損失は90百万円(前連結会計年度はセグメント損失45百万円)となりました。 

韓国では、画像処理外観検査装置の部品販売が韓国ユーザー向けで順調に推移しま

した。この結果、売上高は269百万円(前連結会計年度比13.2％増)、セグメント利益

は23百万円(前連結会計年度比25.9％減)となりました。 

なお、従来「その他」セグメントに含まれていた「韓国」について量的な重要性が

増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 
 

2. 設備投資及び資金調達の状況 
当連結会計年度における設備投資総額は16百万円であり、開発機器・備品等の購入で

あります。 
資金調達につきましては、特記すべき事項はありません。 

 
3. 対処すべき課題 

当社グループの主たる事業である検査機システム事業では、その主たる対象とするフ

ラットパネルディスプレイ (FPD)の分野は、環境の変動はあるものの全体として、市場

規模は拡大し、継続的な成長が見込まれ、同時に有機ELその他の次世代ディスプレイの

市場拡大も期待されております。また太陽電池など新規分野の需要も見込まれ、常に技

術革新が求められています。 

当社グループでは製品開発力、営業力の強化をより一層推し進め、高度化する顧客ニ

ーズに的確に対応した独自の製品群をマーケットに提供し、また、市場変動に耐えうる

コスト構造を構築し、収益の確保を図り、着実な事業展開を図る考えであります。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、次の課題に重点をおいて対

処してまいります。 

(1) ライン観察・監視・管理システム LOOCS事業の推進 

検査装置を個別に配置し運用するのではなく、それらをネットワークで一元管理し

て、リアルタイムでライン内の全ワークの状態を画像とデータで総合的かつ継続的

に監視し、ラインの運用状態を最適に維持するラインモニタリングシステム 

(2) 次世代ディスプレイ検査機システム事業の推進 

有機EL検査機システムの開発・製造 

反射型液晶検査機システムの開発・製造 

低温ポリシリコン液晶検査機システムの開発・製造 

(3) ガラス基板検査機システム事業の推進 

スマートフォン用ガラス基板検査機システムの開発・製造 

大型ガラス基板検査機システムの開発・製造 
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 (4) 太陽電池基板検査機システム事業の推進 

単結晶、多結晶太陽電池基板検査機システムの開発・製造 

薄膜型太陽電池基板検査機システムの開発・製造 

(5) 高機能フィルム検査機システム事業の推進 

ロールツーロール検査機システムの開発・製造 

LCD、PDP用機能性フィルム検査機システムの開発・製造 

(6) 半導体検査機システム事業の推進 

半導体前工程及び後工程用検査機システムの開発・製造 

(7) CAC (Computer Assisted Creation:創造支援) システム事業の推進 

３次元データによる物創り支援システム 

実物の世界や他のシステムとのデータインタフェイスを完備した３次元形状モデリ

ング (Modeling)、モデリングに直結した３次元加工 (Machining)、モデリングに

直結した３次元計測 (Measuring) の３つの機能を統合したシステム 

(8) 映像遠隔監視・映像配信システム事業の推進 

高品質画像圧縮技術とネットワーク技術を統合して開発、製造したIP映像伝送シス

テムエンコーダ、デコーダの開発・製造 

遠隔監視分野での拡販及び業務用ディスプレイへの映像配信・サポート事業の構築 

大型壁面ディスプレイの広告媒体事業の展開 

(9) Acoustic Creation System (音場創生システム) 事業の推進 

ディジタル音楽信号処理システムの開発・製造 
 

当社グループはこれからも、｢情報」｢制御」｢通信」｢機械」という物創りの根本技術

と人の創造力を有機的に結びつけた「サイバネティック・テクノロジー｣ を基にして、

顧客の問題を総合的に解決するシステムを提供し続けることにより、創造エンジニアリ

ングビジネスを展開してまいります。 

 

4. 財産及び損益の状況の推移 
(単位：千円) 

 

第 24 期 
 

第 25 期 
 

第 26 期 
 

第 27 期 
(当連結会計年度) 

20.４/１～ 
21.３/31

21.４/１～ 
22.３/31

22.４/１～ 
23.３/31

23.４/１～ 
24.３/31 

売 上 高 5,001,892 2,550,712 5,041,393 3,328,625 

経 常 利 益（△損失) 181,041 △474,988 510,309 △235,502 

当 期 純 利 益（△損失) 125,705 △504,569 449,933 △262,133 

１株当たり当期純利益（△損失) 913.03円 △3,664.80円 3,267.97円 △1,903.94円 

総 資 産 5,894,027 5,559,191 6,198,337 5,697,252 

純 資 産 2,008,823 1,502,998 1,974,230 1,715,193 
 
(注) １株当たり当期純利益（△損失）は期中平均株式数に基づき算出しております。 
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5. 主 要 な 事 業 内 容 
 

事 業 グ ル ー プ 主 要 製 品 及 び 事 業 内 容 
売 上 高 に 
占める割合 

検 査 機 シ ス テ ム 

検査対象物のセンシング機能とその解析機能を備えた
検査機システムの開発・製造・販売を行っております｡
｢製品の種類」 
1. 全自動LC D検査装置 ・アレイパターン検査装置

・カラーフィルター検査装置 
・配向膜検査装置 
・シール検査装置 

2. ガラス基板検査装置 ・大型ガラス基板検査装置
・スマートフォン用ガラス基板検査装置 

3. そ の 他 の 装 置 ・タッチパネル検査装置 
・有機EL検査装置 
・太陽電池基板検査装置 
・高機能フィルム検査装置
・リペア装置 

75.2％ 

創 造 ｴ ﾝ ｼ ﾞ ﾆ ｱ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ 

情報と実物を結びつけて物創りを進めるのに欠かせな
いMeasuring、Machining、Modelingというそれぞれ互
いに連携した機能を、人を中心に統合し、総合的に支
援するシステムの開発・製造・販売を行っておりま
す。 
｢製品の種類」 
1. Measuring ・３次元計測システム 
2. Machining ・３次元加工システム 
3. Modeling ・３次元形状モデリングシステム

10.0％ 

メ デ ィ ア ネ ッ ト 

マルチメディア対応のネットワーク機器の開発・製
造・販売を行っております。 
｢製品の種類｣ 
1. IPネットワーク監視システム 
   ・道路監視システム 
   ・河川監視システム 
   ・ビル監視システム 
2. IP映像配信システム 

・フルハイビジョン対応放送局用伝送システム 
・光ファイバーパケットロス対応映像伝送シス

テム 
3. 映像情報配信システム 

・大型ディスプレイ映像配信システム 

14.8％ 
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6. 主要な営業所及び工場 

 (1) 当社 

本 社 大阪市北区中之島 

東 京 営 業 所 東京都千代田区神田和泉町 

名古屋営業所 名古屋市中村区名駅南 

福 岡 営 業 所 福岡市博多区博多駅前 

新大阪営業所 大阪市淀川区西中島 

京都第一工場 京都市南区東九条西明田町 

京都第二工場 京都市南区東九条西河辺町 

京都第三工場 京都市南区東九条西河辺町 

 

 (2) 子会社 

Kubotek USA，Inc. 米国マサチューセッツ州 

Numerical Technologies International, Inc. 米国ミシガン州 

KUBOTEK KOREA CORPORATION 韓国京畿道 

 

7. 従業員の状況 
 

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数 

136名 1名減 42.0歳 8.7年 
 
 (注) 従業員数には臨時雇用及び嘱託は含みません。 

 

8. 重要な親会社及び子会社の状況 
 

(1) 親会社との関係 

  該当事項はありません。 

(2) 重要な子会社の状況 
 

名     称 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容 

Kubotek USA，Inc. 201千米ドル 100％ CAD･CAMソフトウェアの開発及び販売 

Numerical Technologies 
International,Inc. 

10千米ドル 100％ CAMソフトウェアの開発及び販売 

KUBOTEK KOREA CORPORATION 400百万ｳｫﾝ 100％
FPD関連装置の設計、製造、販売、保
守及びその他関連事業 
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9. 主要な借入先の状況 

  平成24年３月31日現在の借入金額は3,209百万円であり、借入先は次のとおりであり

ます。 

借     入     先 借 入 残 高 

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 450,000千円 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 400,000千円 

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 400,000千円 

株 式 会 社 京 都 銀 行 400,000千円 

株 式 会 社 り そ な 銀 行 350,000千円 

株 式 会 社 関 西 ア ー バ ン 銀 行 291,000千円 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 250,000千円 

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 234,000千円 

株 式 会 社 四 国 銀 行 200,000千円 

株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 134,000千円 

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 100,000千円 

(注) 平成24年４月１日をもって、住友信託銀行株式会社、中央三井信託銀行株式会社及び中
央三井アセット信託銀行株式会社は合併により三井住友信託銀行株式会社となりました。 

 

Ⅱ．会社の株式に関する事項 
 
 1. 発行可能株式総数 400,000株 
  
 2. 発行済株式の総数 138,300株 (自己株式620株を含む｡) 
  
 3. 株   主   数 4,131名 
 
 4. 大   株   主 

 
株    主    名 持  株  数 持 株 比 率 

久 保 哲 夫 27,783株 20.18％ 

久  保  美 津 子 14,000株 10.17％ 

久 保  元 14,000株 10.17％ 

久 保 宜 子 14,000株 10.17％ 

久 保 典 子 14,000株 10.17％ 

久 保 朋 子 14,000株 10.17％ 
日本トラスティ・サービス 
信 託 銀 行 株 式 会 社 

2,627株 1.91％ 

久 保 成 一 1,500株 1.09％ 

クボテック従業員持株会 1,273株 0.92％ 

久 保  仁 750株 0.54％ 

（注）持株比率は、自己株式（620株）を控除して計算しております。 
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Ⅲ．会社役員に関する事項 
 

1. 取締役及び監査役の氏名等 

  取締役及び監査役の地位、氏名、会社における担当及び重要な兼職の状況は、次のと

おりであります。 
 

地   位 氏   名 担当及び重要な兼職の状況 

取 締 役 社 長 久 保 哲 夫 
代表取締役 
㈱デザイン・クリエィション代表取締役 

取 締 役 穂 坂  衛  

取 締 役 角 張 尚 道 
事業本部長 
KUBOTEK KOREA CORPORATION 代表理事 

取 締 役 柿 下 尚 武 
管理部長 
Kubotek USA,Inc. CEO（最高経営責任者） 

常 勤 監 査 役 石 田 紀 章  

監 査 役 宮 嶋 佐知子  

監 査 役 小 田 大 輔  
 
 (注) 1. 取締役穂坂衛氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と

利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 

    2. 監査役宮嶋佐知子氏及び小田大輔氏は、社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義

務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 

    3. 監査役石田紀章氏は、当社経理部門において経理担当実務に長年携わっており、財務及

び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役宮嶋佐知子氏は公認会

計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもの

であります。監査役小田大輔氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度

の知見を有するものであります。 
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2. 取締役及び監査役の報酬等の額 

  取締役 ４名             45,600千円 

  監査役 ３名             11,357千円 

   (うち社外役員 ３名         7,584千円) 

 

3. 社外役員に関する事項 

  (1) 重要な兼職先と当社との関係 

    該当事項はありません。 

  (2) 主要取引先等特定関係事業者との関係 

    該当事項はありません。 

  (3) 当該事業年度における主な活動状況 

   ① 取締役会等への出席状況及び発言状況 
 

区   分 氏   名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 

取 締 役 穂 坂  衛 
当事業年度開催の取締役会の全てに出席し、
主に学識経験者としての専門的見地から中長
期的な経営に関する助言を行っております。 

監 査 役 宮 嶋 佐知子 
当事業年度開催の取締役会及び監査役会の全
てに出席し、主に公認会計士としての専門的
見地及び経験からの発言を行っております。 

監 査 役 小 田 大 輔 
当事業年度開催の取締役会及び監査役会の概
ね60％に出席し、主に弁護士としての専門的
見地及び経験からの発言を行っております。 
 

   ② 責任限定契約の内容の概要 

当社は社外役員全員と会社法第427条第１項の規定に基づき、損害賠償責任を

限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する

最低責任限度額であります。 
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Ⅳ．会計監査人の状況 
 

1. 会計監査人の名称 
新日本有限責任監査法人 

 
2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

(1) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬 
  22,000千円 
(2) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 
  22,000千円 

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、(1)の金額には金融商品取引法に基づく監
査の報酬等の額を含めて記載しております。 

 

3. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

会計監査人においてその職務遂行に関する公正さの確保ができないものと合理的に疑

うべき事情が判明した場合には解任または不再任とします。 

 

Ⅴ．業務の適正を確保するための体制 
 

当社は、持続的な企業価値の創造を実現する経営の推進を目的とし、適法かつ効率的

な、また健全で透明性の高い経営が実現できるよう、経営体制、経営組織及び経営シス

テムを整備することを重要な課題として、以下の施策を実施いたします。 

 

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

企業理念、企業行動の規範に基づき誠実に行動することを定め、必要に応じ外部

の専門家を起用し、法令及び定款に違反する行為を未然に防止するよう努めます。

取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取

締役会に報告するなどガバナンス体制を強化するよう努めます。 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報の取扱は、当社の社内規程及びそれに関する細則等

に従い適切に保存及び管理 (廃棄を含む) の運用を実施し、必要に応じて運用状

況の検証、各規程等の見直し等を行います。 
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(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、企業活動に関連するリ

スクを把握し、同規程に従ったリスク管理体制を構築いたします。 

② 不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速

な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えます。 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎とし

て、取締役会を定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催するものとし、

当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項について、審議決定を行います。 

② 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務

権限規程、稟議規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳

細について定めます。 

(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程及び企業行動基準

（ガイドライン）を定め、内部統制システムの構築・維持・向上を推進し、コ

ンプライアンス体制の整備及び維持を図ります。 

② 執行部門から独立した内部監査室を置き、各業務部門の業務プロセス等を監査

し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努めます。 

③ 取締役・従業員は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンス規程

に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告します。 

(6) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① 当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社が定めるリスク管理規

程・コンプライアンス規程の精神、理念を当社グループ全てに浸透させ、情報

交換、連携体制を確立いたします。 

  また、経営に関わる重要事項について、当社への決裁・報告制度による当社グ

ループの管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行います。 

  取締役は、当社グループにおいて、法令違反その他コンプライアンス規程の内

容に関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告いたします。 

② 当社グループが当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、

コンプライアンス規程の内容上問題があると認めた場合には、監査役に報告い

たします。 
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(7) 監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する体制、同使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役が職務を補助すべき使用人を必要とする場合には、監査役の職務を補助すべ

き使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命することとしております。

監査役補助者の評価、任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の

意見を尊重し、決定することとし、取締役からの独立性を図ります。 

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す

る体制 

取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必

要な情報提供を行います。 

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は内部監査室の実施する内部監査の実施状況について必要があると認めると

きは、適宜報告を受け、その修正、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求める

ことができるものといたします。 

監査の実施にあたり、監査役が必要と認めた場合、弁護士、公認会計士等の外部専

門家との連携体制を確保いたします。 

企業理念、企業行動の規範に基づき誠実に行動することを定め、必要に応じ外部の

専門家を起用し、法令及び定款に違反する行為を未然に防止することに努めます。

取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締

役会に報告するなどガバナンス体制を強化するよう努めます。 

取締役の職務執行に係る情報の取扱は、当社の社内規程及びそれに関する細則等に

従い適切に保存及び管理 (廃棄を含む) の運用を実施し、必要に応じて運用状況の

検証、各規程等の見直し等を行います。 

(10)反社会的勢力排除に向けた体制の整備 

当社グループは、反社会的勢力排除に向け、市民団体の秩序や安全に脅威を与える

勢力・団体には法令に基づき毅然として対処することとしております。その旨を 

｢コンプライアンス規程」、「企業行動基準（ガイドライン）」において定め、反

社会的勢力と一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為

は一切行わないこととしております。 

また、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には速やか

に担当部署へ報告・相談し、関係行政機関や法律専門家と緊密に連携して適切に対

処する体制を構築しています。 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 (注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
（平成24年３月31日現在） 

(単位：千円) 

資  産  の  部 負  債  の  部 

科    目 金  額 科    目 金  額 
 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受取手形及び売掛金 

商 品 及 び 製 品 

仕 掛 品 

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機械装置及び運搬具 

工具、器具及び備品 

土 地 

無 形 固 定 資 産 

の れ ん 

ソ フ ト ウ エ ア 

そ の 他 

投 資 そ の 他 の 資 産 

投 資 有 価 証 券 

そ の 他 

3,773,213

2,199,202

999,291

7,200

368,946

202,347

72,230

△76,006

1,924,039

1,685,194

509,686

8,193

49,736

1,117,578

179,493

56,666

120,541

2,285

59,350

32,472

26,878

流 動 負 債 

支払手形及び買掛金

短 期 借 入 金

１年内返済予定の長期借入金

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債 

社 債

長 期 借 入 金

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他

 
2,749,881 

222,367 

1,400,000 

728,000 

6,414 

9,260 

383,840 

1,232,177 

100,000 

1,081,000 

46,989 

4,187 

負 債 合 計 3,982,059 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 

資 本 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金

為 替 換 算 調 整 勘 定

 
1,655,518 

1,951,750 

△214,573 

△81,658 

59,675 

△2,908 

62,583 

純 資 産 合 計 1,715,193 

資 産 合 計 5,697,252 負債・純資産合計 5,697,252 
 

 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 損 益 計 算 書 

(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで) 
(単位：千円) 

科        目 金            額 

売 上 高  3,328,625 

売 上 原 価  2,370,153 

売 上 総 利 益  958,471 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  1,168,248 

営 業 損 失  209,776 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 382  

受 取 配 当 金 117  

受 取 賃 貸 料 11,155  

そ の 他 986 12,642 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 32,636  

為 替 差 損 5,705  

そ の 他 26 38,368 

経 常 損 失  235,502 

特 別 損 失   

固 定 資 産 売 却 損 5  

関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 16,311 16,316 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失  251,818 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 10,315 10,315 

少数株主損益調整前当期純損失  262,133 

当 期 純 損 失  262,133 
 

 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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連結株主資本等変動計算書 

(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで) 
(単位：千円) 

科   目 残 高 及 び 変 動 事 由 金 額 

株主資本    

 資本金 当期首残高  1,951,750 

 当期変動額  - 

 当期変動額合計  - 

 当期末残高  1,951,750 

 利益剰余金 当期首残高  47,559 

 当期変動額 当 期 純 損 失 △262,133 

 当期変動額合計  △262,133 

 当期末残高  △214,573 

 自己株式 当期首残高  △81,658 

 当期変動額  - 

 当期変動額合計  - 

 当期末残高  △81,658 

 株主資本合計 当期首残高  1,917,651 

 当期変動額 当 期 純 損 失 △262,133 

 当期変動額合計  △262,133 

 当期末残高  1,655,518 

その他の包括利益累計額    

 その他有価証券評価差額金 当期首残高  612 

 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △3,520 

 当期変動額合計  △3,520 

 当期末残高  △2,908 

 為替換算調整勘定 当期首残高  55,965 

 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 6,618 

 当期変動額合計  6,618 

 当期末残高  62,583 

その他の包括利益累計額合計 当期首残高  56,578 

 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 3,097 

 当期変動額合計  3,097 

 当期末残高  59,675 

純資産合計 当期首残高  1,974,230 

 当期変動額 当 期 純 損 失 △262,133 

  株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 3,097 

 当期変動額合計  △259,036 

 当期末残高  1,715,193 
 

 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 注 記 表 

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等) 
 

1. 連結の範囲に関する事項 
(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

連結子会社の数  ３社 
連結子会社の名称 
 Kubotek USA, Inc. 
 Numerical Technologies International, Inc. 
 KUBOTEK KOREA CORPORATION 

 
(2) 主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 
 株式会社シー・エス・シー 
 KUBOTEK Europe srl 

 
連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損
益 (持分に見合う額) 及び利益剰余金 (持分に見合う額) 等は、いずれも連
結計算書類に及ぼす影響額が軽微であるため、連結の範囲から除外しており
ます。 

 
2. 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない主要な非連結子会社の名称等 
非連結子会社の名称 
 株式会社シー・エス・シー 
 KUBOTEK Europe srl 

 
持分法を適用しない理由 

持分法を適用しない非連結子会社は、それぞれ当期純損益 (持分に見合う額) 
及び利益剰余金 (持分に見合う額) 等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と
しても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

 
3. 連結子会社の事業年度に関する事項 

Kubotek USA, Inc.、Numerical Technologies International, Inc.及びKUBOTEK 
KOREA CORPORATIONの決算日は、12月31日であります。連結計算書類の作成に当
たっては、同決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な
取引については、連結上必要な調整を行っております。 
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4. 会計処理基準に関する事項 
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 
 ①有価証券 

その他有価証券 
時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定) 

時価のないもの…移動平均法による原価法 
 ②たな卸資産 

商 品 及 び 製 品 ､
原材料及び貯蔵品

……主として総平均法による原価法 (収益性の低下による簿
価切下げの方法) 

仕 掛 品……個別法による原価法 (収益性の低下による簿価切下げの
方法) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
 ①有形固定資産（リース資産を除く） 

主として定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降取得し
た建物 (建物附属設備は除く) については、定額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物        ８～50年 
工具、器具及び備品      ２～14年 

 ②無形固定資産（リース資産を除く） 
ソフトウェア 

市場販売目的のパッケージソフトウェア制作費については、見込販売数量
に基づく償却額と見込販売可能期間 (３年) に基づく定額償却額のいずれ
か大きい額により償却しております。 
自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間 (主に５
年) に基づく定額法により償却しております。 

 ③リース資産 
リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 
 ①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収
不能見込額を計上する方法によっております。 

    ②賞与引当金 
      従業員の賞与の支払に備えるため、当連結会計年度末における賞与支給見込

額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上
しております。 

 ③退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の
見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を
計上しております。 
なお、退職給付債務は簡便法に基づき計算しております。 
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(4) その他連結計算書類作成のための重要な事項 
 ①消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 
 ②重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務については、連結決算日の直物為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。 
なお、在外連結子会社の資産及び負債、収益及び費用は、在外連結子会社の
決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額については、純資産の
部における為替換算調整勘定に含めております。 

 ③のれんの償却方法及び償却期間 
５年間の定額法で償却しております。 

 
5. 追加情報 

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 
当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、
｢会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21
年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針｣ 
(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

(賞与引当金) 
前連結会計年度末においては、従業員賞与の確定額を流動負債の「その他」とし
て計上しておりましたが、当連結会計年度末は支給額が確定していないため、支
給見込額を「賞与引当金」として計上しております。なお、前連結会計年末にお
ける流動負債の「その他」に含まれる未払賞与の金額は36,884千円であります。 

 
(連結貸借対照表に関する注記) 

 
 1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,112,708千円
 
2. 連結会計年度末日満期手形 

     連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理
しております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末

日満期手形が、連結会計年度末残高に含まれております。 

    支払手形 19,947千円
 
(連結株主資本等変動計算書に関する注記) 

 
 1. 当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び総数 普通株式 138,300株

 
 2. 剰余金の配当に関する事項 
    当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 
     該当事項はありません。 
    当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 
     該当事項はありません。 
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(金融商品に関する注記) 
 
1. 金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、資金運用については一時的な余資を流動性の高い銀行預金等に限
定し、また、資金調達については主に銀行借入による方針であります。デリバティブ
取引は原則として行わない方針であります。 
営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、販売管理規程並び

に与信管理細則に基づき取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、定期的に主
要な顧客にかかる情報収集を行って、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握に
努め、リスクの軽減を図っております。また、連結子会社についても、各社において
管理規程に基づき同様の管理を行っております。 
投資有価証券は取引先企業との取引関係強化に関連する株式のみで構成されており、

取引先企業との関係を勘案し保有状況を継続的に見直しております。上場株式につい
ては市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握しております。 
営業債務である支払手形及び買掛金は通常の営業活動に伴い生じたものであり、１

年以内の支払期日であります。 
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、借入更新の手

続きごとに適用金利を含めた取引条件につき担当取締役の承認を得る体制としており
ます。 
資金調達にかかる流動性リスクについては、各部署からの報告に基づき管理部が適

時に資金繰計画を作成・更新するとともに、適切な手元流動性を確保することなどに
より管理しております。 
 

2. 金融商品の時価等に関する事項 
平成24年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる
ものは、次表には含めておりません((注2)参照)。 

(単位：千円) 
 

 連結貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額 

(1)現金及び預金 2,199,202 2,199,202 - 
(2)受取手形及び売掛金 999,291 999,291 - 
  貸倒引当金 △75,997 △75,997 - 

小計 923,294 923,294 - 
(3)投資有価証券   
  その他有価証券 7,703 7,703 - 

資産計 3,130,200 3,130,200 - 

(4)支払手形及び買掛金 （222,367） （222,367） - 
(5)短期借入金 （1,400,000） （1,400,000） - 
(6)長期借入金 （1,809,000） （1,810,681） 1,681 

負債計 （3,431,367） （3,433,048） 1,681 
(*)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 
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（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 
 
資 産 
(1) 現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳
簿価額によっております。 

 
(3) 投資有価証券 

時価については、株式は取引所の価格によっております。 
なお、投資有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借
対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。なお、当連結会計年
度中に売却したその他有価証券はありません。 

(単位：千円) 
 

 種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式 10,612 7,703 2,908 

合計 10,612 7,703 2,908 

負 債 
（4）支払手形及び買掛金、(5)短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳
簿価額によっております。 

 
（6）長期借入金 

一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借入において
想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

 
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

(単位：千円) 
 

区分 連結貸借対照表計上額 

関係会社株式 24,400 

関係会社出資金 0 

非上場株式 368 
 

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もる
には過大なコストを要すると見込まれます。従って、時価を把握することが極め
て困難と認められるものであるため、上表には含めておりません。 

 
 

(賃貸等不動産に関する注記) 
 
 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報に関する注記) 

 
 １株当たり純資産額 12,457円83銭
 １株当たり当期純損失 1,903円94銭

 
(重要な後発事象に関する注記) 

 
 該当事項はありません。 
 
(その他の注記) 
 
 該当事項はありません。 
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貸 借 対 照 表 
（平成24年３月31日現在） 

(単位：千円) 

資  産  の  部 負  債  の  部 

科    目 金  額 科    目 金  額 
 

流 動 資 産 
現 金 及 び 預 金 
受 取 手 形 
売 掛 金 
商 品 及 び 製 品 
仕 掛 品 
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 
前 払 費 用 
関係会社短期貸付金 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 
構 築 物 
機 械 及 び 装 置 
車 両 運 搬 具 
工具、器具及び備品 
土 地 
無 形 固 定 資 産 
の れ ん 
ソ フ ト ウ エ ア 
ソフトウエア仮勘定 
電 話 加 入 権 
投 資 そ の 他 の 資 産 
投 資 有 価 証 券 
関 係 会 社 株 式 
関 係 会 社 出 資 金 
関係会社長期貸付金 
破 産 更 生 債 権 等 
長 期 前 払 費 用 
差 入 保 証 金 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

3,608,172
2,056,438

3,647
1,100,375

419
368,946
202,347
107,707
82,140
4,830

△318,681
2,007,962
1,679,994

505,461
4,225
3,977
2,870

45,882
1,117,578
207,762
56,666

129,473
19,336
2,285

120,205
8,072

90,887
0

344,988
0

366
20,761

117
△344,988

流 動 負 債 

支 払 手 形

買 掛 金

短 期 借 入 金

１年内返済予定の長期借入金

1年内返済予定の関係会社長期借入金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

前 受 金

預 り 金

前 受 収 益

賞 与 引 当 金

固 定 負 債 

社 債

長 期 借 入 金

退 職 給 付 引 当 金

関係会社事業損失引当金

そ の 他

 
2,619,016 

158,548 

20,045 

1,400,000 

728,000 

23,187 

87,546 

39,188 

6,184 

23,317 

111,726 

10,511 

1,501 

9,260 

1,359,915 

100,000 

1,081,000 

46,989 

127,738 

4,187 

負 債 合 計 3,978,932 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 

資 本 金

利 益 剰 余 金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

自 己 株 式

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金

 
1,640,110 

1,951,750 

△229,981 

△229,981 

△229,981 

△81,658 

△2,908 

△2,908 

純 資 産 合 計 1,637,201 

資 産 合 計 5,616,134 負債・純資産合計 5,616,134 

 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 

(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで) 
(単位：千円) 

科        目 金            額 

売 上 高  2,975,302 

売 上 原 価  2,302,535 

売 上 総 利 益  672,766 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  854,939 

営 業 損 失  182,172 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 215  

受 取 賃 貸 料 11,155  

そ の 他 1,011 12,382 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 31,717  

為 替 差 損 726  

そ の 他 1,259 33,704 

経 常 損 失  203,494 

特 別 損 失   

固 定 資 産 売 却 損 5  

関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 16,311 16,316 

税 引 前 当 期 純 損 失  219,810 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,219 7,219 

当 期 純 損 失  227,029 
 
 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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株主資本等変動計算書 

(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで) 
(単位：千円) 

科   目 残 高 及 び 変 動 事 由 金 額 

株主資本    
 資本金 当期首残高  1,951,750 
 当期変動額  - 

 当期変動額合計  - 

 当期末残高  1,951,750 

 利益剰余金    
  その他利益剰余金    
   繰越利益剰余金 当期首残高  △2,952 
 当期変動額 当 期 純 損 失 △227,029 

 当期変動額合計  △227,029 

 当期末残高  △229,981 

  利益剰余金合計 当期首残高  △2,952 
 当期変動額 当 期 純 損 失 △227,029 

 当期変動額合計  △227,029 

 当期末残高  △229,981 

 自己株式 当期首残高  △81,658 
 当期変動額  - 

 当期変動額合計  - 

 当期末残高  △81,658 

 株主資本合計 当期首残高  1,867,139 
 当期変動額 当 期 純 損 失 △227,029 

 当期変動額合計  △227,029 

 当期末残高  1,640,110 

評価・換算差額等    
 その他有価証券評価差額金 当期首残高  612 
 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △3,520 

 当期変動額合計  △3,520 

 当期末残高  △2,908 

 評価・換算差額等合計 当期首残高  612 
 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △3,520 

 当期変動額合計  △3,520 

 当期末残高  △2,908 

純資産合計 当期首残高  1,867,752 
 当期変動額 当 期 純 損 失 △227,029 
  株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △3,520 

 当期変動額合計  △230,549 

 当期末残高  1,637,201 
 

 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

 

 1. 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

   ① 子会社株式及び関連会社株式 

     移動平均法による原価法 

   ② そ の 他 有 価 証 券 

     時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

     時価のないもの…移動平均法による原価法 

 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

① 商 品 及 び 製 品 ､
原材料及び貯蔵品

… 総平均法による原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法) 

② 仕 掛 品… 個別法による原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法) 

 2. 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有 形 固 定 資 産 

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降取得した建物 (建

物附属設備は除く) については、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建 物 及 び 構 築 物 ８～50年

工具、器具及び備品 ２～14年

 (2) 無 形 固 定 資 産 

ソフトウェア 

市場販売目的のパッケージソフトウェア制作費については、見込販売数量に

基づく償却額と見込販売可能期間 (３年) に基づく定額償却額のいずれか大

きい額により償却しております。 

自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間 (主に５年) 

に基づく定額法により償却しております。 
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 3. 引当金の計上基準 
 (1) 貸 倒 引 当 金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見
込額を計上しております。 

(2) 賞 与 引 当 金 
従業員の賞与の支払に備えるため、当事業年度末における賞与支給見込額に基
づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

 (3) 退 職 給 付 引 当 金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しており
ます。なお、退職給付債務は簡便法に基づき計算しております。 

 (4) 関係会社事業損失引当金 
関係会社への今後の支援に伴う損失に備えるため、対象会社の財政状態及び経
営成績を勘案して必要な額を計上しております。 

 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 
 (1) 消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 
 (2) のれんの償却方法及び償却期間 

５年間の定額法で償却しております。 
 

(追加情報) 
  (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、｢会計
上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月
４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会
計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  (賞与引当金) 
前事業年度末においては、従業員賞与の確定額を流動負債の「未払費用」として計
上しておりましたが、当事業年度末は支給額が確定していないため、支給見込額を 
｢賞与引当金」として計上しております。なお、前事業年度末における流動負債の 
｢未払費用」に含まれる未払賞与の金額は36,884千円であります。 

 
(貸借対照表に関する注記) 

 
 1. 関係会社に対する金銭債権・債務 
    短期金銭債権 299,389千円
    長期金銭債権 344,988千円
    短期金銭債務 32,132千円
 2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,078,425千円
 3. 取締役に対する金銭債権・債務 
    金銭債権 1,725千円
    金銭債務 4,187千円
4. 事業年度末日満期手形 

     事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理して
おります。 
なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手
形が、事業年度末残高に含まれております。 

    支払手形 19,947千円
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(損益計算書に関する注記) 
 

 関係会社との取引高 

    売上高 176,971千円

    営業費用 104,580千円

    ソフトウェアの取得 155,805千円

    営業取引以外の取引高 587千円

 

(株主資本等変動計算書に関する注記) 
 

 当事業年度末日における自己株式の種類及び数    普通株式     620株 

 

(税効果会計に関する注記) 
 

   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳 

繰延税金資産 千円 

 流 動 資 産  

  未払金 15,789  

  たな卸資産評価損 199,269  

  貸倒引当金 115,775  

  賞与引当金 3,518  

  研究開発費 19,393  

  その他 8,940  

 固 定 資 産  

  退職給付引当金 16,916  

  減価償却費 68,142  

  貸倒引当金 118,736  

  関係会社株式評価損 50,847  

  減損損失 3,237  

  繰越欠損金 100,945  

  未収利息 32,164  

  関係会社事業損失引当金 45,985  

  その他 1,832  

  小計 801,496  

  評価性引当額 △801,496  

繰延税金資産合計 -  

繰延税金負債合計 -  

繰延税金負債の純額 -  
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(関連当事者との取引に関する注記) 

 
1. 子会社及び関連会社等 

 

種 類 
会社等の 
名  称 

議決権等の
所有(被所有)

割合 

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 
取引金額
(千円)

科 目 
期末残高 
(千円) 

子会社 
Kubotek  
USA,Inc. 

所有 
直接 100％

役員の兼任 
資金の貸付 
ソフトウエア
の共同開発 

ロイヤリティ収入 28,983 売掛金 126,592 

資金の貸付 -
短期貸付金 82,140 
長期貸付金 344,988 

ソフトウエアの
開発委託 155,805

前払費用 45,779 
研究開発費の 
支払 24,788

子会社 
KUBOTEK  
KOREA  
CORPORATION 

所有 
直接 100％

製品の販売 
役員の兼任 

製品の販売 115,869
売掛金 58,382 

ロイヤリティ収入 19,800
 

(注) １ 上記金額には消費税等が含まれておりません。 
２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 
(1) 市場価格や市場金利を勘案し、決定しております。 
(2) Kubotek USA, Inc.への貸倒懸念債権等に対し、588,795千円の貸倒引当金を計上し、

当事業年度において35,505千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。また127,738
千円の関係会社事業損失引当金を計上しております。 

 
2. 役員及び個人主要株主 

 

種 類 
会社等の 
名  称 

議決権等の
所有(被所有)

割合 

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 
取引金額
(千円)

科 目 
期末残高 
(千円) 

役員及び近
親者が議決
権の過半数
を所有して
いる会社等 

㈱ デ ザ イ
ン・クリエ
ィション 

なし 
(注)３ 

当社ソフトウ
エアの販売 
役員の兼任 

ソフトウエアの販売 8,838 売掛金 1,725 

ソフトウエアの保守 12,816 前受金 7,156 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含

まれております。 
２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 
  市場価格を勘案し、決定しております。 
３ 当社取締役社長久保哲夫が議決権の100％を所有しており代表取締役を兼任しております。 
 

(１株当たり情報に関する注記) 
 

 １株当たり純資産額 11,891円35銭
 １株当たり当期純損失 1,648円97銭

 

(重要な後発事象に関する注記) 
 

該当事項はありません。 
 

(そ の 他 の 注 記) 
 

該当事項はありません。 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 
 

独立監査人の監査報告書 
平成24年５月24日 

 ク ボ テ ッ ク 株 式 会 社 

  取 締 役 会 御中 
 

新日本有限責任監査法人 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中 川 一之 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田林 一毅 ㊞

 
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、クボテック株式会社の平成２３年

４月１日から平成２４年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 

 
連結計算書類に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。 

 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査
を実施することを求めている。 
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施

される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を
検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 
監査意見 
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、クボテック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。 

 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。 
以  上 
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会計監査人の監査報告書 謄本 
 

独立監査人の監査報告書 
平成24年５月24日 

 ク ボ テ ッ ク 株 式 会 社 

  取 締 役 会 御中 
 

新日本有限責任監査法人 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中 川 一之 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田林 一毅 ㊞

 
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、クボテック株式会社の

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第２７期事業年度の計算書類、すなわち､ 
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい
て監査を行った。 

 
計算書類等に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び

その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類
及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類
及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の
目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属
明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 
監査意見 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。 
以  上 
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監査役会の監査報告書 謄本 
 
 

監 査 報 告 書 
 

当監査役会は、平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第27期事業年度の取締役の職

務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作

成し、以下のとおり報告いたします。 

 

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

  監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めました。 

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等

に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査

の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人

等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書

類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法

施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当

該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等

からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意

見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び

情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づ

き、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確

保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」 (平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要

に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連

結計算書類 (連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記

表)について検討いたしました。 
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2. 監査の結果 

 (1) 事業報告等の監査結果 

  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。 

  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。 

  三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、

指摘すべき事項は認められません。 

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

  会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 (3) 連結計算書類の監査結果 

  会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

   

  

 

 

平成24年５月25日 

 

クボテック株式会社 監査役会 
 

常勤監査役 石 田 紀 章 ㊞

社外監査役 宮 嶋 佐知子 ㊞

社外監査役 小 田 大 輔 ㊞

 
 
 

 

 
 

  
以 上 
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株主総会参考書類 
 

 第１号議案 取締役４名選任の件 

取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役

４名の選任をお願いするものであります。 

取締役候補者は、次のとおりであります。 
 

候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 
所有する 
当  社 
株式の数 

１ 

く ぼ てつ お 

久 保 哲 夫 
(昭和22年12月２日生) 

昭和54年４月 当社創業 

昭和60年７月 当社設立 

       代表取締役社長（現任)  

 (重要な兼職の状況) 

 ㈱デザイン・クリエィション代表取締役 

27,783株 

２ 

ほ さか  まもる 

穂 坂   衛 
(大正９年８月25日生) 

昭和34年10月 東京大学航空研究所教授 

昭和56年５月 東京大学名誉教授（現任) 

平成７年４月 東京電機大学名誉教授（現任) 

平成12年10月 当社取締役（現任） 

-株 

３ 

かく ばり なお みち 

角 張 尚 道 
(昭和20年７月12日生) 

昭和54年４月 大阪大学医学部内科医 

昭和60年７月 当社取締役 

平成15年４月 当社取締役事業本部長（現任） 

 (重要な兼職の状況) 

 KUBOTEK KOREA CORPORATION 代表理事 

50株 

４ 

かき した なお たけ 

柿 下 尚 武 
(昭和20年４月３日生) 

昭和63年６月 当社開発部長 

平成５年６月 ㈱精密形状処理研究所設立、同社

代表取締役 

平成10年６月 当社取締役管理部長（現任)  

 (重要な兼職の状況) 

 Kubotek USA,Inc. CEO（最高経営責任者） 

50株 
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 (注) 1. 取締役候補者久保哲夫氏は、㈱デザイン・クリエィションの代表取締役を兼務しており、

当社と同社との間には、ソフトウェアの販売等に関する取引関係があります。 

    2. その他の取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。 

3. 取締役候補者穂坂衛氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補

者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのな

い独立役員であります。 

4. 社外取締役候補者の選任理由及び社外取締役との責任限定契約について 

(1) 社外取締役候補者の選任理由について 

穂坂衛氏につきましては、学識経験者としての専門的な知識・経験等を当社の経営

に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 

なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって11年８ヶ月となり

ます。 

(2) 社外取締役としての職務を遂行することができると判断する理由について 

穂坂衛氏は、社外取締役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験は

ありませんが、学識経験者としての専門的な知識・経験等を有していること、また

当社社外取締役として永年の実績を有していることから、社外取締役の職務を遂行

することができると判断したためであります。 

(3) 社外取締役との責任限定契約について 

当社は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間

で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定め

ており、社外取締役候補者穂坂衛氏は、当社との間で責任限定契約を締結しており

ます。なお、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継

続する予定であります。 

その契約内容の概要は次のとおりであります。 

・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社

法第425条第１項の最低責任限度額を限度としてその責任を負う。 
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 第２号議案 監査役１名選任の件 

監査役 小田大輔氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役

１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会

の同意を得ております。 

監査役候補者は、次のとおりであります。 
 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴、地位及び重要な兼職の状況 
所有する 
当  社 
株式の数 

お だ だい すけ 

小 田 大 輔 
(昭和47年８月28日生) 

平成12年10月 弁護士登録 

       色川法律事務所入所 

平成17年４月 金融庁監督局総務課課長補佐 

平成20年６月 当社監査役（現任） 

平成20年10月 森・濱田松本法律事務所入所（現任） 

-株 

  
 (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

2. 監査役候補者小田大輔氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候

補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれの

ない独立役員であります。 

3. 社外監査役候補者の選任理由及び社外監査役との責任限定契約について 

(1) 社外監査役候補者の選任理由について 

小田大輔氏は、弁護士としての経歴、実績の評価により、公正性、経営の妥当性を

監査し、経営の客観性や中立性が図れると総合的に判断したためであります。なお、

同氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって４年となります。 

(2) 社外監査役としての職務を遂行することができると判断する理由について 

小田大輔氏は、社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験

はありませんが、弁護士としての経歴、実績の評価により、公正性、経営の妥当性

を監査し、経営の客観性や中立性が図れると総合的に判断したためであります。 

(3) 社外監査役との責任限定契約について 

当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間

で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定め

ており、社外監査役候補者小田大輔氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結し

ております。なお、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契

約を継続する予定であります。 

その契約内容の概要は次のとおりであります。 

・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社

法第425条第１項の最低責任限度額を限度としてその責任を負う。 

以 上 



 

株主総会会場ご案内図 
 

会場：東京都千代田区神田和泉町１番地３の13 

クボテック株式会社 東京営業所 ４階 

 

 

 

〈交通〉 ＪＲ秋葉原駅昭和通り口または中央口より 徒歩５分 

つくばエクスプレス（ＴＸ)・秋葉原駅Ａ２出口より 徒歩５分 

東京メトロ日比谷線・秋葉原駅 １番出口より 徒歩５分 

 

会場には駐車場を用意してございません。 

公共の交通機関等を御利用くださいますようお願い 

申し上げます。 


